
平成２２年

第３回市議会定例会 議案第１０号

公有水面埋立てについて

公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第３条第１項の

規定により，公有水面埋立てに関し，北海道知事高橋はるみから別添の

とおり意見を求められたが，これに同意したいので議会の議決を求める。

平成２２年９月７日提出

函館市長 西 尾 正 範

（根拠規定）

公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第３条第４項







1．埋立区域 

(1)位  置 

函館市入舟町 254 番地の地先公有水面 

 

 

 (2)区  域 

次の各地点のうち、○1 の地点と○2 の地点を結ぶ平成 21 年の秋分の満潮位(D.L.+1.06ｍ)

における公有水面と陸地との境界線、○2 の地点から○7 の地点を順次に結んだ線及び○1 の地点

と○7 の地点を結ぶ平成 21 年の秋分の満潮位(D.L.+1.06ｍ)における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域。 

 

○1 の地点 三等三角点 函館（北緯 41 度 45 分 33 秒 545、東経 140 度 42 分 14 秒 426）

から 350 度 15 分 32 秒  1,556.26 m の地点 

○2 の地点 ○1 の地点から 194 度 55 分 09 秒 17.91 m の地点 

○3 の地点 ○2 の地点から 359 度 27 分 14 秒 15.11 m の地点 

○4 の地点 ○3 の地点から 269 度 27 分 08 秒 37.35 m の地点 

○5 の地点 ○4 の地点から 179 度 29 分 27 秒 0.45 m の地点 

○6 の地点 ○5 の地点から 269 度 26 分 40 秒 3.30 m の地点 

○7 の地点 ○6 の地点から 359 度 26 分 57 秒 2.60 m の地点 

 

 

(3)面  積 

130.10 ㎡ 



2．埋立てに関する工事の施行区域 

(1)位  置 

函館市入舟町 254 番地の地内並びに同地先公有水面 

 

 

(2)区  域 

次の各地点を順次に結んだ線および○イの地点と○ニの地点を結んだ線により囲まれた区域。 

 

○イの地点 三等三角点 函館（北緯 41 度 45 分 33 秒 545、東経 140 度 42 分 14 秒 426）

から 350 度 15 分 54 秒  1,506.71 m の地点 

○ロの地点 ○イの地点から 269 度 27 分 08 秒 63.50 m の地点 

○ハの地点 ○ロの地点から 359 度 27 分 08 秒 67.79 m の地点 

○ニの地点 ○ハの地点から 89 度 27 分 08 秒 63.50 m の地点 

 

 

(3)面  積 

4,304.60 ㎡ 

 

 

 

3．埋立地の用途 

漁港施設用地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4．設計の概要 

(1)埋立地の地盤の高さ 

埋立地の地盤の高さは、下表のとおりである。 

区  域 地  盤  高 

漁港施設用地 D.L.+2.00m～D.L.+2.10m 

 

 

(2)護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造 

名   称 種 類 構         造 

-3.0m 岸壁 Ａ部 

-3.0m 岸壁 Ｂ部(標準部) 
岸 壁 

 

（本体工）鋼矢板、控え鋼管杭 

（上部工）コンクリート 

＜天端高＞-3.0m 岸壁 Ａ部：D.L.+2.00m

-3.0m 岸壁 Ｂ部：D.L.+2.00m

-3.0m 岸壁 Ｂ部(接続部) 岸 壁 

 

（基礎工）基礎捨石 

（本体工）コンクリート、裏込石 

（上部工）コンクリート 

＜天端高＞ D.L.+2.00m       

-3.0m 岸壁 取付部 岸 壁 

 

（基礎工）基礎捨石 

（本体工）コンクリート、裏込石 

（上部工）コンクリート 

＜天端高＞ D.L.+2.00m～D.L.+2.05m

 



(3)埋立てに関する工事の施行方法 

○1  埋立工法 

本埋立工事は、既設工作物の前面に新たなけい留施設を改良整備するものであり、埋立土

砂の投入は行わないため、本項については該当しないものである。 

 

○2  埋立てに関する工事の施行順序 

本埋立てに関する工事は、一体的に施行するもので、まず既設船揚場を除去し仮設工を行

った後、-3.0ｍ岸壁Ｂ部(接続部)の基礎工から着手し、順次、本体工まで施行する。次に、

-3.0ｍ岸壁Ａ部・Ｂ部(標準部)及び取付部の本体工までを施行し各施設の接続を図った後、

仮設工を撤去すると共に、-3.0ｍ岸壁Ｂ部(接続部)・Ｂ部(標準部)・Ａ部及び取付部の上部

工に着手し、各施設を概成させる。 

最後に、エプロン舗装を施行して、本埋立てに関する工事を竣功させる。 

 

○3  埋立てに用いる土砂等の種類 

    該当事項なし 

 

 

(4)公共施設の配置及び規模の概要 

 

｢別添 函館漁港 漁港施設用地等利用計画平面図のとおり｣(P12-1 参照) 

 

 

5．埋立てに関する工事の施行に要する期間 

7 月 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

函館漁港　漁港施設用地等利用計画平面図



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公有水面埋立区域等位置図

函館漁港

公有水面埋立申請箇所 

-3.0m 岸壁

  57.5m

埋立区域

埋立に関する工事の施行区域

凡例



254

254
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